
 

小山市建設工事技術者名簿登録技術者変更取扱要領 

（趣旨） 

第１条 この要領は、小山市建設工事一般（指名）競争入札参加資格申請時において

提出された技術者名簿（以下「名簿」という。）に係る変更について必要な事項を定

めることを目的とする。 

（変更） 

第２条 名簿を提出した者で、次に掲げるものについて変更が生じたときは、直ちに

その旨を届け出なければならない。 

 ⑴ 新たに技術者を雇用したとき 

 ⑵ 名簿に登録されている者が、退職したとき 

 ⑶ 名簿に登録されている者が、国家資格等を取得したとき 

⑷ 名簿に登録されている者が、建設業法第７条第２号イ又はロ、建設業法第１５

条第２号ハに該当したとき 

（変更の方法） 

第３条 前条による変更が生じたときは、次に掲げるところにより届け出るものとす

る。 

 ⑴ 第１号に該当したとき 

  次に掲げる書類を提出するものとする。 

   ア 申請書（様式第１号） 

   イ 技術者を雇用していることを証明できるものとして社会健康保険被保険

者証又は標準報酬決定通知書の写し 

   ウ 建設業法において認める国家資格等を有する者は、その合格証等（監理技

術者資格者証を含む。）の写し 

   エ その他特に必要と定めるもの 

 ⑵ 第 2号に該当したとき 

  退職日を文書又は電話により報告するものとする。 

 ⑶ 第 3号に該当したとき 

  合格証等（監理技術者資格者証を含む。）の写しを提出するものとする。 

 ⑷ 第 4号に該当したとき 

  経営事項審査受審時に添付した技術職員名簿の写しを提出するものとする。 

（変更の時期） 

第４条  技術者の変更の日は、次の各号に掲げる日とする。 

 ⑴ 申請日が雇用した日から３月を越えない時は、雇用した日から３月を経過した

日 

 ⑵ 申請日が雇用した日から３月を越えている時は、書類審査後、技術者名簿への

登録を決定した日 

⑶ 第２条第３号又は第４号に該当したときは、前条に基づく届け出をした日 

（登録の区分） 



 

第５条 登録の区分は、次の各号に掲げるものとする。 

 ⑴ 建設業法第７条第２号イ、ロ又はハに該当する者 

 ⑵ 同法第１５条第２号イ、ロ又はハに該当する者 

 ⑶ 同法第２７条の１８の規定に基づく監理技術者資格者証の交付を受けた者 

 ⑷ 前３号以外の技術者 

（登録の抹消） 

第６条 名簿に登録されている者について第２条第２号に基づく届け出があったと

きは抹消するものとする。ただし、届け出がない場合においても退職の事実が判明

したときは抹消することができる。 

２ その他偽り不正の手段により登録されていることが判明したときは、抹消するこ

とができる。 

３ 第１項ただし書又は第２項により名簿の全部又は一部を抹消したときは、名簿を

抹消した者に対し、その理由を文書により通知しなければならない。 

（登録の通知） 

第７条 第４条の期間を満たしたときは、名簿に登録し、口頭又は文書により申請者

に通知するものとする。 

（事務処理） 

第８条 名簿登録技術者の変更事務は、管財課において処理するものとする。 

   附 則 

１ この要領は、平成１１年４月１日から施行する。 

２ 職員名簿登録技術者等変更取扱要領は廃止する。（平成９年４月１日施行） 

３ この要領の改正は、平成１５年４月１日から適用する。 

４ この要領の改正は、平成１７年４月１日から適用する。 

５ この要領の改正は、平成２４年４月１日から適用する。 

６ この要領の改正は、平成２５年４月１日から適用する。 

７ この要領の改正は、令和５年４月１日から適用する。 

 



様式第１号

令和　　　年　　　月　　　日

小山市長 様

所 在 地

商号又は名称

代表者氏名

氏　　名

生年月日

※太線より下は係記入欄となりますので記入しないで下さい。

　　上記のことについて、「小山市建設工事技術者名簿

登録技術者変更取扱要領」に基づき新規登録者を認定

してよろしいか伺います。なお、決裁日をもって認定日と

します。

決裁日　　　令和　　　年　　　月　　　日　　　　　　　　

　　小山市建設工事一般（指名）競争入札参加資格申請時において提出した技術者名

技　術　者　登　録　申　請　書

　　簿に登録されていない下記の技術者を申請します。

記

申
請
す
る
者

昭和　平成　令和　

令和　

年　　　　　　月　　　　　　日

年　　　　　　月　　　　　　日雇 用 日

・

・

国家資格等の名称 ・

課　長 係　長 係


